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令和 6 年 12 月 2 日以後新たに健康保険証が発行されなくなることに伴う措置及び 

雇用保険手続きに係る電子申請などについて 

 

<資格確認書について> 

令和 6 年 12 月 2 日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録(マイナ

ポータルで登録できます)したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)で医療機

関等を受診する仕組みに移行することになっています。 

現在お持ちの健康保険証については、令和 7 年 12 月 1 日(ただし、後期高齢者医療保険

加入者は令和 7 年 7 月 31 日)まで使用することができますが、同日前に、退職等により健

康保険に係る資格を喪失した場合は、その時までとなりますのでご留意下さい。また、マイ

ナンバーカードをお持ちでないなどマイナ保険証を利用することができない状況にある場

合には、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。こ

の「資格確認書」は現行の健康保険証の有効期限が切れる前までに無償で申請によらずに届

けられるとのことです。 

なお、「資格確認書」については、令和 6 年 12 月 2 日以後使用(公開)されることになる

新様式「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」及び「健康保険 被扶養者(異動)

届/国民年金 第 3 号被保険者関係届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられるこ

とになっていますので、新たに被保険者や被扶養者になる場合で資格確認書を必要とする

場合は、届書の「□発行が必要」に✔を入れることで、当該届出内容に基づき、協会けんぽ

から「資格確認書」が発行されます。下記画像ご参照下さい。 

 

 

※ 日本年金機構ホームページより引用 

※ その他、「健康保険証は 12 月 2 日以降新たに発行されなくなります(高齢者向け)」及び

「健康保険証は 12 月 2 日以降新たに発行されなくなります(配慮が必要方向け)」とす

るリーフレットが厚生労働省ホームページに公開されています。ご参照下さい。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_22.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_23.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_20.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_21.pdf
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<代理人から個人番号(マイナンバ一)の提供を受ける場合の代理権等の確認について> 

協会けんぽが社会保険労務士等の代理人から被保険者のマイナンバーを記入した申請書

等の提供を受けるときは、番号法施行規則に基づき、代理人の「代理権の確認」と「身元 (実

存)の確認」が必要となっていますが、令和 6 年 12 月 2 日以後の健康保険証廃止に伴い、

健康保険証の記号番号に代えて個人番号を記載した申請書等の提出が増加することが想定

されることを踏まえ、代理権等の確認については、下記の通りになる旨協会けんぽから全国

社会保険労務士会連合会を通じ各社会保険労務士に対して徹底するよう依頼がありました

ので、同日以後に、協会けんぽが受け付けた申請書等に被保険者本人がマイナンバーを記入

していた場合には、下記の通りの確認書類が必要になるとのことです。 

① 代理権の確認を行うための書類※1 

 ・委任状(任意代理人の場合) 

なお、様式は任意です。ただし、社会保険労務士が代理する場合であって、 申請書等の 

「社会保険労務士の提出代行者名記入欄」にゴム印の押印や入力等で記載がある場合には、 

委任状は必要ありません。例として、「健康保険 傷病手当金 支給申請書」の 1 枚目にあ

る「社会保険労務士の提出代行者名記入欄」を示します。 

 ・戸籍謄本等(法定代理人の場合)  

② 代理人の身元(実存)確認を行うための書類 

社会保険労務士証票の写し、代理人のマイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写

し、パスポートの写しその他官公署が発行する写真付き身分証明書の写しのいずれか 1 点 

③ 被保険者本人の番号確認を行うための書類 

被保険者のマイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、被保険者のマイナンバ

ーが記載された住民票か住民票記載事項証明書のいずれか 1 点 

※１ 社会保険労務士が代理する場合を例として、その代理をする形態である「提出代行」

そのものは、申請書等を本人に代わって協会けんぽなどの「個人番号利用事務(行政機関等

が番号法第９条第１項から第３項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルに

おいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して

処理する事務※2)実施者」に提出する行為を指すものとなります。従って、事業主から委託

を受けて行う社会保険労務士が「個人番号関係事務実施者」として個人番号を扱うことにな

る限定的な事務(これを「個人番号関係事務」と言います。番号法第９条第４項の規定によ

り個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務※

3)を行う場合は別にして、「提出代行」そのものは「個人番号関係事務」に該当しないこと

となり、その場合には、「個人番号利用事務実施者」たる協会けんぽなどが上記①と②の書

類をもって代理権等の確認を実施する必要があります。 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_24.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_24.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_26.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_26.pdf
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※2 当該事務に関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

の 5 ページにある「第 2 用語の定義等⑩」をご確認下さい。 

※3 当該事務に関しては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

の 5 ページにある「第 2 用語の定義等⑪」をご確認下さい。 

当該事務(※3)に関しては、下記のものがその主な対象になります。 

・ 健康保険法第 48 条 

  被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項 

・ 厚生年金保険法第 27 条 

被保険者(被保険者であった 70 歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失並

びに報酬月額及び賞与額に関する事項 

・ 雇用保険法第 7 条 

事業主がその雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者とな

ったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労

働省令で定める事項 

 

<健康保険法施行規則等の一部改正について－個人番号の記載義務－> 

 健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、令和 5 年 6 月 1 日からは、事業主は資格取得

の事実があった日から 5 日以内に、個人番号を記載した「健康保険 被保険者資格取得届」

を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない旨規定(下記画像の「健康保険

法施行規則等の一部改正について」に記載されている健康保険法施行規則(抄)第 24 条第 1

項第５号)(義務化)されました。また、被保険者が被扶養者を有するときは、「健康保険 被

保険者資格取得届」に「健康保険 被扶養者(異動)届」を添付しなければならないとされて

います(下記画像の「健康保険法施行規則等の一部改正について」に記載されている健康保

険法施行規則(抄)第 24 条第 3 項→弊職が挿入)。ということは、「健康保険 被扶養者(異

動)届」にも個人番号の記載義務が生じることになります。従って、これら提出に際しては、

当該個人番号の記載義務を履行する前提として、厳格な本人確認が求められることになり、

事業主は「個人番号関係事務実施者」であると位置付けられるわけです。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_25.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_25.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_25.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_25.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_27.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_32.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_27.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_32.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_33.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_33.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_34.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_27.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_27.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_28.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_29.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_30.pdf
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※ いずれも厚生労働省ホームページより引用 

 

<「健康保険 被扶養者(異動)届」と同時に「国民年金 第 3 号被保険者関係届」を提出す

る場合について> 

「健康保険 被扶養者(異動)届」と同時に、「国民年金 第３号被保険者(従業員等である

第 2 号被保険者、つまり厚生年金保険被保険者の配偶者)関係届」(PDF はこちらから)を提

出する場合には本来、当該第 3 号被保険者本人が直接、従業員等の勤務先である事業主に

個人番号を提出することになりますが、一般的には、厚生年金保険被保険者を通じて個人番

号を提出することになるものと思われます。その場合、厚生年金保険被保険者は配偶者であ

る第 3 号被保険者の代理人として提出することになり、よって配偶者である第 3 号被保険

者からの委任状が必要になります。しかし、そのような手間を省くためにも、「国民年金 第

3 号被保険者関係届」にある第 3 号被保険者の氏名欄には、「第 3 号被保険者関係届の提出

は配偶者(第 2 号被保険者)に委任します□」に✔を付することで、委任状の添付を省略する

ことができるよう便宜が図られています。なお、上記いずれの場合も、「本人確認」は事業

主が行うことになります。さらに、事業主が厚生年金保険被保険者に「本人確認」を委託す

る場合もあり、その場合は厚生年金保険被保険者が自身の配偶者の「本人確認」を行うこと

になります。 

※ 参考までに、日本年金機構ホームページから引用した「マイナンバー法に基づく本人確

認措置について②」とするリーフレットを掲載しておきます。ご参照下さい。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_62.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_35.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_36.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_31.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_45.pdf
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<社会保険労務士等が事業主の提出代行を電子申請により行う場合について> 

事業主と社会保険労務士等との間に提出代行関係があることを証明できるもの(「提出代

行に関する証明書」(PDF 添付)※)を添付することをもって事業主の電子署名を不要とし、

社会保険労務士等の電子署名のみで電子申請が可能となります。 

 

※ これは、事業主が自らの申請書等の提出に関する手続について、自らに代わって社会保

険労務士等に行わせることが明らかであって、事業主による記名押印等がなされ、かつ、

電子申請による提出代行時において当該提出代行契約が有効であることを確認できる

ものとなります(電子申請による提出代行時において当該契約が有効であることを社会

保険労務士等が証明した旨が余白などにおいて記載された「提出代行契約の契約書」で

ももちろん構いません)。それらを具備したものが下記のものとなります。 

 

 

 そして、G ビズ ID(https://gbiz-id.go.jp/top/)による提出の場合又は労働基準関係手

続きが提出される場合には、「社会保険労務士証票」の写しが下方貼付面(左側)(当該証

票裏面に記載がある場合には、当該裏面についてもその写しが下方貼付面(右側))に貼

付されることが要件となります。ただし、社会保険労務士等が別に「電子証明書(弊職が

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_37.pdf
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保有するセコムパスポート for G-ID 社会保険労務士電子証明書など)」を取得してい

る場合には、当該貼付は不要となります。 

<雇用保険関係手続きに係る確認書等について> 

・「記載内容に関する確認書」/「提出代行(申請等)に関する同意書」(各々PDF 添付)➨別紙

に詳細 

 被保険者が事業主を経由して提出する申請書等については、被保険者本人が作成した、事

業主を代理人とする旨の「記載内容に関する確認書」/「提出代行(申請等)に関する同意書」

を添付することで、被保険者の電子署名に代えることができます。また、社会保険労務士等

が事業主の提出代行者である場合で、事業主と社会保険労務士等との間に提出代行関係が

あることを証明できる「提出代行に関する証明書」があることで、事業主の電子署名にも代

えることができ、社会保険労務士等の電子署名のみで電子申請が可能となります。それらを

具備したものが下記のものとなります。 

 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_67.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_67.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_38.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_42.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_43.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_44.pdf
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・「離職証明書の記載内容に関する確認書」 

 事業主が提出することになる「離職証明書」については、離職理由以外の記載内容を被保

険者自身が確認し、離職理由についての被保険者自身による異議の有無を記載した「離職証

明書の記載内容に関する確認書」(PDF 添付)を添付することで、被保険者の電子署名に代

えることができます。また、社会保険労務士等が事業主の提出代行者である場合で、事業主

と社会保険労務士等との間に提出代行関係があることを証明できる「提出代行に関する証

明書」があることで、事業主の電子署名にも代えることができ、社会保険労務士等の電子署

名のみで電子申請が可能となります。それらを具備したものが下記のものとなります。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_39.pdf
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<「確認書類の照合省略に係る申出書」について> 

 社会保険労務士等が関与(受託)する事業所(委託事業所)に係る下記手続一覧に示す手続

を行うに際しても、様々な確認書類の添付(いわゆる添付書類)が求められますが、それら確

認書類の照合省略を希望する社会保険労務士等は、所属社会保険労務士会を通じ管轄労働

局に対し申出を行い、管轄労働局がこの申出に対し照合省略が可能な社会保険労務士等と

判断して承認すれば、全国の公共職業安定所に対する申請等についても照合省略が可能と

なります。その際の申出に当たって使用するのが「確認書類の照合省略に係る申出書」とい

う書面になります。弊職も、管轄労働局(兵庫労働局)より、「電子申請利用の際の確認書類

の照合省略に係る申出(通知)」(平成 29 年 2 月 9 日付)をもって、下記の手続一覧に示す手

続を電子申請により行う場合には、確認書類の照合が省略できることとなっています。なお、

平成 30 年 2 月前までは、所属社会保険労務士会を通じての管轄労働局に対する申出制度と

いうものが存在せず、各社会保険労務士等が個々に管轄労働局に対してはもちろん、それ以

外の近隣府県の労働局に対しても申出を行っておりました。 

 なお、当該申出は社会保険労務士等以外に、事業主及び労働保険事務組合についても申出

ができることになっています(厚生労働省ホームページにおいて公表されている「業務取扱

要領(雇用保険適用関係第 16 から第 24 まで)」をご参照下さい)。 

(照合省略の対象となる手続一覧) 

(1) 雇用保険被保険者資格喪失届 

(2) 雇用保険被保険者６０歳到達時等賃金証明書 

(3) 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 

(4) 雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書 

(5) 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 

(6) 高年齢再就職給付金の支給申請 

(7) 育児休業給付(出生時育児休業給付金及び育児休業給付金)の支給申請 

(8) 介護休業給付金の支給申請 

なお、(1)に添付される離職証明書※については、⑦(離職理由欄)を除く離職証明書の⑧

欄から⑫欄の各欄に係る確認資料を省略する。 

(照合省略の対象となる書類) 

・ 雇用保険被保険者資格喪失届に添付される離職証明書➨離職証明書の⑧欄から⑫欄ま

での各欄に係る確認書類 

・ 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)支給申請書➨被

保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することが

できる書類 

・ 育児休業給付(出生時育児休業給付金・育児休業給付金)支給申請書➨賃金の支払状況及

び賃金の額を証明することができる書類 

・ 介護休業給付(介護休業給付金)支給申請書➨出勤・休業の状態が確認できる書類、賃金

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_50.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_51.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_51.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_59.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_59.pdf
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の支払状況を確認できる書類 

 なお、従前から、上記 8 種類の申請等以外に、 

① 雇用保険被保険者資格取得届(「業務取扱要領(雇用保険適用関係_資格取得届の受理)」) 

② 雇用保険被保険者転勤届(「業務取扱要領(雇用保険適用関係_転勤の届出)」) 

③ 雇用保険被保険者氏名変更届(「業務取扱要領(雇用保険適用関係_被保険者氏名変更の

届出)」)➨別紙をご確認下さい。 

④ 雇用保険事業主事業所各種変更届(「業務取扱要領(雇用保険適用関係_事業主事業所各

種変更届の提出等)」) 

についても照合省略が可能(実際に、「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申

出(通知)」(平成 29 年 2 月 9 日付)の中で示された(手続一覧)に含まれておりました)で

すが、公共職業安定所長がその届出内容について精査する必要があると判断する場合は

照合省略不可になるといった事情により、現行の 8 種類に限定されているようです。詳

細については、厚生労働省ホームページにおいて公表されている「業務取扱要領」をご

参照下さい。上記①から④までにつき、各々にリンク先を貼り付けています。 

 

① ➨社会保険労務士から、社会保険労務士法第 17 条に規定する審査事項の付記がなされ

た届出書が提出された場合で、「届出期限を著しく徒過（原則として雇入れ日から 6 か

月超）した届出」「著しい不整合がある届出」である場合など公共職業安定所長がその

届出内容について精査する必要があると判断する場合を除き、確認書類の添付を省略す

ることができるとされています。 

② ➨公共職業安定所長がその届出内容について精査する必要があると判断する場合を除

き、確認書類の添付を省略することができるとされています。 

③ ➨②に同じ。 

④ ➨②に同じ。 

 

※ 「離職証明書」は 3 枚綴りの複写式です。1 枚目が事業主控え、2 枚目がハローワ

ーク提出用、3 枚目が離職者に交付する「離職票-2」となります。雇用主がこの 3

枚綴りの「離職証明書」を「雇用保険被保険者資格喪失届」に添付してハローワー

クに提出することで、離職票、つまり「離職票-1」と「離職票-2」が事業主を経由

して離職者に交付されることになります。 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_69.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_52.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_64.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_53.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_54.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_54.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_66.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_65.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_55.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_55.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_56.pdf
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https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_57.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_58.pdf
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<労働保険年度更新に係るアクセスコードを用いた電子申請について> 

 「アクセスコード」とは、労働保険年度更新にあたり、事業主宛に送付される紙媒体の労

働保険概算・確定保険料申告書の宛先労働局の右隣に印字される 8 桁の英数字であり、労

働保険概算・確定保険料申告書の電子申請に際し、労働保険番号と「アクセスコード」を入

力すると、事業の基本的な情報が入力された状態で申請データの作成等ができるものです。

これにより、「アクセスコード」に「暗証番号(パスワード）」としての役割を与えています。 

 そして、この場合には、事業主様から下記画像にある通りの「委任状」(弊職作成分)を社

会保険労務士宛ご提出いただくことで。事業主様の電子署名が省略できることになります。 

 また、「アクセスコード」を利用した労働保険年度更新手続には「提出代行に関する証明

書」の添付は不要で、しかも、「一括有期事業報告書等」を添付する手続も含まれ、利便性

が高まっています。是非ご利用下さい。 

 

https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_60.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/privacy_61.pdf

